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計画の基本的事項 （計画書 3 ページ） 

１.計画の位置づけ 

「玖珠町環境基本条例」第 9 条に基づき策定さ

れ、町民や事業者との協働のもと、環境行政を総

合的かつ計画的に推進することを目的とした計画

です。また、「次代を担う子どもとともに 未来をつ

くるまち～住んでよかった童話の里～」を基本理

念とする「玖珠町第 6 次総合計画」と整合性のあ

る環境分野の計画として位置づけられます。 

２.計画の期間 

21 世紀半ばを展望しつつ、令和 5（2023）年

度から令和 14（2032）年度までの 10 年間とし

ます。 

３.計画の対象範囲 

町内全域を対象区域とし、以下に掲げる分野

を対象範囲とします。 

環境分野 対象となる環境項目 

地球環境 
地球温暖化、気候変動、資源・エネ
ルギー など 

資源循環 
ごみの減 量 、リサイクル、廃 棄 物処
理、食品ロス など 

自然環境 

野生生物、自然景観、生態系、外来
種、生物多様性、農地 
自 然 と のふ れ あい の場 （ 緑 地 、 水
辺、農地） など 

生活環境 

（地域環境） 

大 気 、悪 臭 、水 質 、騒 音 ・振 動 、土
壌、地下水、有害物質、 
公園・街路樹、交通 など 

環境活動 
ふるさと（環境）学習、環境教育、環
境保全活動、環境情報の発信 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本計画と SDGs の関連性 

本 計 画 で は 「 持 続 可 能 な 開 発 目 標

（SDGs）」の考え方に基づき、国際目標の達

成に寄与する計画であるとともに、環境施策

による経済・社会的課題の同時解決の実現

を目指します。 

 
基本 
目標 

 施策の基本方針 

 

脱
炭
素
の 

玖
珠
町
を 

め
ざ
そ
う 

(1) 
脱炭素社会の実現 
へ向けた挑戦 

 (2) 気候変動への適応 

 

資
源
が
循
環 

す
る
玖
珠
町 

を
め
ざ
そ
う 

(1) 
資源の循環 
・有効活用 

 (2) ごみの適正処理 

 

自
然
の
恵
み
豊
か
な 

玖
珠
町
を 

守
り
続
け
よ
う 

(1) 
自然環境の保全と 
生物多様性の維持 

 

(2) 
水と緑のネットワーク 
の形成 

 

住
み
よ
い 

玖
珠
町
を 

つ
く
ろ
う 

(1) 
安全・快適な 
生活環境の形成 

 
(2) 

玖珠の歴史と 
風土の活用 

 

み
ん
な
で
ふ
る
さ
と 

学
習
を
し
よ
う 

(1) 
ふるさと学習の推進 
と環境活動の実践 

 
(2) 環境情報の整備 

す
く
す
く
・
わ
く
わ
く 

童

・
環

の
里 

く
す 

計画の目標と施策の展開 
（計画書 25 ページ） 

施策体系 

望ましい環境イメージとそれを実現するた

めの 5 つの基本目標の達成に向けて、次の

施策体系に沿って環境保全の取り組みを展

開します。 

出典：国際連合広報センター 

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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施策 取り組み 

(1)-1 省エネルギー化の推進 
①省エネルギー行動の普及促進 ②移動の省エネルギー化の推進

③町の率先行動の推進 

(1)-2 再生可能エネルギーの普及 
①再生可能エネルギーの導入促進 ②再生可能エネルギーの利活

用促進 ③再生可能エネルギーの設置に関する指導 

(2)-1 適応策の推進 ①気候変動の影響への対策 ②気候変動の影響に対する情報発信 

(1)-1 4R の推進 
①ごみの発生抑制 ②ごみの分別の推進  

③リユース・リサイクルの推進 

(1)-2 食品ロスの削減 ①食品ロス削減の推進 

(2)-1 適正処理の推進 ①不法投棄の防止 ②清掃センターの適正な維持管理 

(1)-1 山林・緑地・農地の保全 
①環境に配慮した土地利用の推進 ②森林の保全整備 

③農地の保全整備 ④環境にやさしい農業の展開 

(1)-2 生き物とのふれあいの促進 
①生物多様性の保全と周知 ②生き物がすむ川づくり 

③生き物とふれあう場の創出 

(2)-1 身近な緑の保全・創出 ①市街地の緑の形成 

(2)-2 良好な水環境の形成 
①安全で安定した水の供給 ②節水の普及啓発 

③水源・水源涵養林の保全 

(1)-1 生活排水の水質改善 
①合併処理浄化槽の普及と適正な維持管理の徹底 

②生活排水汚濁負荷低減のための啓発・普及 

(1)-2 公害防止対策の推進 ①発生源対策の推進 ②監視体制の充実 

(1)-3 快適なまちづくりの推進 
①魅力ある景観の創出 ②空き家・空き地の有効活用 

③地域猫の取り組み ④環境に配慮した市街地の整備 

(2)-1 歴史や文化財の保全と活用 
①歴史資料の活用 ②名勝地の保全 ③伝統文化の保存・育成 

④文化財の発掘・整理・保存・活用 

(1)-1 ふるさと学習の推進 
①童話の里づくりの継承・発展 ②ふるさとを知る 

③地産地消の推進 

(1)-2 多様な主体の協働 ①環境活動への参加 ②地域の「語りべ」の育成 

(1)-3 玖珠町 ECO ライフセンターの活用 
①廃食用油のリサイクルの推進 ②環境学習の場としての活用 

③環境保全活動体験の機会の創出と提供 

(2)-1 正しい環境情報の収集と提供 
①公害防止などに関する啓発・情報公開 

②町の情報の積極的な発信 

「基本目標１ 脱炭素の玖珠町をめざそ

う」の施策は、本計画に内包する「玖珠

町地球温暖 化対策実行 計画（区域 施

策編）」及び「地域気候変動適応計画」

に基づき推進します。 

実現に向けた基本理念  5 つの“わ” 

人と人がつながり活動の主役となる 「主体の“吾”」 

伐株山の年輪のように大きく包み込む「資源の“環”」 

「自然の“輪”」 

わぁ楽しい！」と童心になれ生し生活と調和した「生活の“和”」 

自然や資源が循環し続ける「童心の“話”」 

人と人がつながり活動の主役となる 

自然や資源が循環し続ける 

伐株山の年輪のように大きく包み込む 

人と自然が共生し生活と調和した 

「わぁ楽しい！」と童心になれる 



 

3 

 

 

 

 
 

脱炭素社会の実現に向けて、日々の生活や事業活動によ

る環境負荷を低減するため、町民・事業者・行政が協働して

省エネルギー化、再生可能エネルギーの普及を図ります。 

気候変動による環境、経済、社会的な影響を把握・低減し、

安全・安心して暮らせるまちをつくるため、農業、生態系、防

災、健康などの各分野に係る関連部署や近隣市町と連携し

て適応策を推進します。 

 
指標項目 現状値 目標値 

町域の温室効果ガス排出量 
133 千t-CO2 

（20１９年度） 

96.6 千 t-CO2 

（2030 年度） 

コミュニティバスの利用者数 
18,666 人 

（2020 年度） 

21,000 人 

（2030 年度） 

 

 

 

 

 

 

本町では、限りある資源を大切にし、できるだけごみを出

さない「循環型社会」への転換を目指し、Refuse（ごみにな

るものを断る）、Reduce（ごみを減らす）、Reuse（繰り返

し使う）、Recycle（資源として再利用する）の４R を心がけ、

ごみの減量とリサイクルに一層取り組みます。 

また、町民・事業者と連携して食品ロスやプラスチックごみの削減を図るとともに、少

子高齢化や町民のライフスタイルの変化に合わせた廃棄物の適正処理に努めます。 

 

指標項目 現状値 目標値 

ごみの総排出量 
4,847ｔ/年 

（2020 年度） 

4,403t/年 

（2030 年度） 

ごみのリサイクル率 
10.57％ 

（2020 年度） 

19.1％ 

（2030 年度） 

生ごみ処理容器設置補助台数 
23 台/年 

（2020 年度） 

40 台/年 

（2030 年度） 

食品ロス削減に向けた啓発活動 
5 回/年 

（2020 年度） 

10 回/年 

（2030 年度）   

基本目標    脱炭素の玖珠町をめざそう（計画書 27 ページ） 

省エネルギー化を進め、再生可能エネルギーを活用する脱炭素のまちをつくろう 

 
基本目標    資源が循環する玖珠町をめざそう 

（計画書 31 ページ）

Ⅰ

Ⅱ

限りある資源を大切にし、資源が循環するまちをつくろう 
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玖珠町の地域資源である自然景観・自然環境を守ることは、生物多様性の保全につ

ながるほか、農業など産業の保全、防災機能の向上、レクリエーションや温室効果ガス

吸収などあらゆる環境問題とつながっています。自然環境そのものの保全とともに、林

業や農業の担い手育成に取り組むとともに、自然や生き物とふれあう場の創出を推進

します。 

指標項目 現状値 目標値 

農作物への鳥獣被害額 
7,341 千円 

（2020 年度） 

7,152 千円 

（2030 年度） 

認定農業者、新規就農者、集落支援組
織の経営面積 

479ha 

（2020 年度） 

828ha 

（2030 年度） 

 

 
 
 
家庭や工場・事業場における水質汚濁や大気汚染、騒音振動などに関する法令などが

遵守されるとともに、適切な対応を実施し、町民が安全で安心して健康に暮らせるよう、

環境負荷の少ない住みよいまちづくりを進めます。 

また、玖珠町では歴史や伝統文化、文化財なども地域の資源ととらえています。これら

の歴史・風土を保全し、今後更に活用していきます。 

指標項目 現状値 目標値 

生活排水処理率（合併処理浄化槽） 
55.67％ 

（2020 年度） 

97.4％ 

（2030 年度） 

空き家バンク登録件数 
8 件 

（2020 年度） 

25 件 

（2030 年度） 

 

 

 
 
 
「環境問題」「環境学習」などと大げさに構えず、地域の問題、ふるさとの問題として環

境問題を捉え、環境学習を「ふるさと学習」と呼んで、町の誰もが参加できるものとします。 

町民に環境への関心を持ってもらい、現状を理解してもらうこと、すでに問題を理解し

ている人には実際の行動につなげてもらうこと、そして行動する人を一人でも多く増やす

ことを目指します。 

指標項目 現状値 目標値 

ごみの減量やリサイクルの推進について
の啓発活動 

2 回 

（2020 年度） 

4 回 

（2030 年度） 

玖珠町の公式アプリ登録者数 
300 人 

（2020 年度） 

8,500 人 

（2030 年度） 

 

基本目標    自然の恵み豊かな玖珠町を守り続けよう 
（計画書 36 ページ）

 多くの生き物がすむ自然環境を守り、育むまちをつくろう 

基本目標    住みよい玖珠町をつくろう      （計画書 44 ページ） 

 きれいな環境が保たれた、安全・安心で快適に暮らせるまちをつくろう 

基本目標    みんなでふるさと学習をしよう   （計画書 50 ページ） 

 
玖珠について知り、毎日の生活の中から環境保全に取り組む町民になろう 

Ⅴ

Ⅲ 

 Ⅳ 
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玖珠町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び 

地域気候変動適応計画 

１.玖珠町における気候変動の現状及び将来予測 

地球温暖化は、二酸化炭素やメタン等、

大気中の温室効果ガスの濃度が高くなる

ことにより、地表面の温度が上昇する現象

です。温暖化には人間活動が影響してい

ることは疑 う余 地 がないとされています

（国連気候変動に関する政府間パネル第

6 次評価報告書・第 1 作業部会報告書）。 

 
 

玖珠町においても年平均気温は長期的に上昇傾向であり、気温上昇等による農作物や自然

生態系への影響、健康リスクの増加、短時間豪雨や強い台風の増加による自然災害リスクの増

加やインフラ・ライフライン等への影響が懸念されます。 

地球温暖化の進行を抑制すると同時に、既に起こり始めている気候変動の悪影響を軽減する

ために町民・事業者・行政が連携して、温室効果ガスの排出を削減するための「緩和策」及び地

球温暖化の影響による被害を回避・軽減するための「適応策」に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■年平均気温の経年変化 
出典：気象庁（玖珠気象データ） 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム 

（計画書 58 ページ） 
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２.温室効果ガス排出量の削減目標 

本町における温室効果ガス排出量の削減目標は、温室効果ガス排出量の将来推計の結果

に基づき、平成 25（2013）年度比 46％以上削減 とします。この目標値は、国が掲げる目標

と同等の目標となっています。なお、削減効果の推計では森林吸収量を含めて 51.2％の削減

が見込まれており、46％以上の削減が達成される見込みです。 

また、長期目標として、令和 32（2050）年度までに 脱炭素社会の実現  の実現を目指しま

す。 

 
 

３.緩和策及び適応策の展開 
温室効果ガスの排出を削減するための緩和策及び地球温暖化の影響による被害を回避・

軽減するための適応策を展開します。 

緩
和
策 

■省エネルギー行動の推進 

普段の生活や事業活動ですぐに取り組めるものと長期的な視点で進める取り組みを

複合的に織り交ぜながら省エネルギー行動を推進します。 

【取り組み】・省エネルギー行動の普及促進 

        ・移動の省エネルギー化の推進 

        ・町の率先行動の推進 

        ・資源循環の促進 

        ・吸収源の保全 

■再生可能エネルギーの導入・利活用の促進 

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進及び再生可能エネルギー

由来電力や地域で発電した電力などの利活用を普及・促進します。 

【取り組み】・再生可能エネルギーの導入促進 

        ・再生可能エネルギーの利活用促進 

適
応
策 

■適応策の推進 

玖珠町において影響が大きいと予測される気候変動分野の把握及び影響軽減に努

めます。また、気候変動に伴う影響や適応策について、町民や事業者に正しい情報を提

供し、理解の促進並びに意識の向上を図ります。 

【取り組み】・農業,林業分野   ・水環境,水資源分野   ・自然生態系分野 

        ・自然災害分野   ・健康分野         ・産業,経済活動分野 

        ・町民生活,都市生活分野              ・分野横断的適応策 
  

■温室効果ガス排出量の削減目標 
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計画の推進  （計画書 85 ページ） 

１.計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、庁内及び町全体での進行管理体制の構築を目指します。 

また、10 年間の計画の中間期間に必要に応じて、町の付属機関である「玖珠町総合行政

審議会福祉生活部会」へ環境レポートによる各施策についての点検・評価結果を基に意見を

伺い、計画の見直しを検討します。 
 

 
 

２.計画の進行管理 

計画の進行管理にあたっては、環境レポートにより進行管理を行います。 

施策の担当各課による点検評価を行い、次年度以降の方向性を環境レポートに掲載するこ

とにより、PDCA サイクルを実施し、次年度以降の施策・事業に適切に反映します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玖珠町第３次環境基本計画 

協働 

総合行政審議会 

（福祉生活部会） 

・進捗評価 

・提言 

町 

 

 

 

 

 
・施策・事業の実施 

・施策・事業の点検・ 
評価・見直し 

・計画全体の進行管理 
（環境レポート作成） 

・計画全体の見直し 

環境行政の推進 

関係各課 

環境基本計画担当課 

町民・事業者・団体・ 
地域コミュニティなどの環境活動の推進 

 

 

 

 

 

町民 事業者 

地域 
コミュニティ 

各種 
団体 

協働の輪 

■PDCA による進行管理 

■計画の推進体制 
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